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第１章 計画の趣旨 

 

１.１ 計画策定の背景及び目的 

急激に進行する人口減少や少子高齢社会の中で空家等は、深刻な問題とな

っています。空家等は、建物の倒壊や火災の危険性などの安全性の低下、公

衆衛生の悪化等、多岐にわたる問題を生じさせています。今後、空家等が増

えれば、これらの問題がより一層深刻化することが懸念されます。また、空

家等は全国的に増え続けることが見込まれていることから、対策の強化が急

務となっています。 

このような状況を背景に、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進

することなどを目的として、「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下

「空家法」という。）」が平成２７年５月に全面施行されました。 

さらに、令和 5 年 12 月に空家法が改正され、特定空家等になることを未

然に防止するための適正な管理、特定空家等への措置の円滑化などが強化さ

れるとともに、令和 6 年 4 月には不動産に対して相続登記が義務化される

など、不動産に関するルールも強化されました。 

本市では、平成 30 年 12 月に御前崎市空家等対策計画（以下「第 1 次計

画」という。）を策定し、空家等に関する様々な取り組みを実施してきまし

たが、令和 6 年度御前崎市空家等実態調査により 48 件（令和 7 年 4 月 1

日時点）の新規の空家等が確認されました。今後も増加が見込まれる空家等

に対し、「発生の予防」や「活用の促進」がより重要な課題となります。 

近い将来、特定空家等の状態に至る可能性のある管理不全空家等の増加や

土地所有者と建物所有者が異なるといった権利関係が複雑な空家等の増加が

懸念されております。これらに対する対応の強化も必要となっています。加

えて、現在お住まいになっている住宅の中にも、管理が行き届いておらず、

既に衛生面や景観面、安全面などにおいて周囲に影響を与えている事例もあ

り、周囲への悪影響について対応が難しい状況にあるため、空家等が発生す

る前の段階から、市民の意識の向上や理解の増進などに取り組むことも重要

です。 

第 1 次計画の取組期間が令和 7 年度で終了することから、実施した施策

の成果の検証と、市内の空家等の現状を把握し、今後の空家等の対策を総合

的かつ計画的に実施するため、令和 8 年度を始期とする第 2 次御前崎市空

家等対策計画を策定します。 
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１.２ 用語の定義 

本計画における用語の定義は、下記の通りとします。 
①【空家等】（空家法第２条第１項） 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされてい

ないことが常態（概ね１年間）であるもの及びその敷地（立木その他の土地

に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は

管理するものを除く。 
 

②【管理不全空家等】（空家法第１３条第１項） 

空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定

空家等に該当することとなるおそれのある状態の空家等をいう。（令和 5 年

12 月に空家法の改正により創設） 
 

③【特定空家等】（空家法第２条第２項） 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は

著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないこ

とにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図

るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をい

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 １-１ 空家等・特定空家等のイメージ 

 
 

 

  

①空家等 

空家・ 
空き物件 

建物全般 
 

使用がなされていないことが常態 

不適切である状態 概ね１年以内に使用 

 

資料：空き家法とは（国土交通省） 

③特定空家等 

②管理不全空家等 

そのまま放置すれば特定空家等になる空家 

管理不全空家等 特定空家等 

窓や壁が破損して
いるなど、管理が不
十分な状態 

そのまま放置する
と倒壊等のおそれ
がある状態 
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１.３ 計画の位置づけ 

本計画は、空家法及び「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るための基本的な指針（以下「国の基本指針」という。）」に則し、本市の上

位計画である「第３次御前崎市総合計画」、その他の関連計画との整合を図り

つつ、現状や課題を踏まえ、今後の空家等に関する対策の方針や実施体制な

どを定めるものです。 

 

 

 
図 １-２ 計画の位置づけ 

  

空家法 

国の基本指針 

＜関連計画＞ 

・・・等 

国 御前崎市 

第２次御前崎市空家等対策計画 

第３次御前崎市総合計画 

リノベーション 
まちづくり計画 
 
 
 
 
 
 
 

・都市計画マスター
プラン 

 
・立地適正化計画 
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第２章 本市における空家等の現況等 

本市における空家等の現況のうち、主な内容を以下に示します。 

（詳細は、資料編「本市における空家等の現況等」をご覧ください。） 

 

２.１ 人口動向 

 

○国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口をみると、2020 年基準では 2030

年に 28,000 人を下回ると見込まれ、市目標人口よりも速いペースで人口減少が

進む可能性があります。 

○「御前崎市人口ビジョン」では、2033 年（令和 15 年）時点の人口 28,000 人

を目標人口に設定しています。 

 

 

資料：第 3 次御前崎市総合計画基本構想、国勢調査 
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２.２ 市内の空家等の特徴 

 

空家等現況調査から把握された空家等総数（令和７年４月１日現在） 

○現地調査結果及びアンケート調査結果から把握された空家等総数は、1８９件です。 

 

年度 

（確認年月日） 

R4

（R5.3.31） 

R5

（R6.3.31） 

R6

（R7.3.31） 

R7※ 

（R7.4.1） 

空家等総数 153 件 151 件 141 件 189 件 

※R7 年度の空家等総数は R6 年度中に実施した「御前崎市空家等現況調査業務委託」の結果を反映した数

値であり、R6 年度中に調査し、判明した空き家（48 件）が反映されています。 

 

空家等の特徴（資料：令和 6年度空家等現況調査） 
【用途・構造】 

○全体の約 9 割が住宅系用途となっています。 

○全体の約 8 割が木造となっています。 

 

【建築時期】 

○昭和 56 年より前に建築された空家等（旧耐震基準と推察される空家等）が全体の

約 60％を占めており、本市の空家等には老朽化した建物が多いことが考えられま

す。 

 

【延べ床面積】 

○空家等の平均延べ床面積は 106 ㎡であり、延べ床面積が大きい空家等が多い。 

（1 住宅当たりの全国平均延べ床面積は、92 ㎡ ※令和５年住宅・土地統計調査） 

 

【分布状況】 

○空家等の分布状況は、「池新田地域」が 50 件（22.2%）で最も多く、次いで「御

前崎地域」が 41 件（18.2%）で多くなっています。 

 

【老朽度】 

○現地調査により、A(適切な状態)119 件、B（小破）21 件、C（中破）24 件、 

 D（大破）16 件、不明 9 件であり、約 3 割以上の空家等が修繕を必要としていま

す。 
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２.３ 空家等の所有者等の特徴・意向等 

空家等の所有者等を対象としたアンケート調査結果をもとに所有者等の意

向などを整理します。 

 

空家等の所有者等を対象としたアンケート調査の概要 

調査対象：現地調査により空家と判定した建物の所有者等 

調査方法：郵送（送付 231 件・有効回答 123 件 うち「空家である」と回答が 81 件） 

調査期間：令和 7 年 1 月 1６日から令和 7 年 1 月 31 日まで 

 

【空家等の取得方法】 

○「相続した」が 49 件（60.5%）と最も多く、次いで「新築した、新築を購入し

た」が 18 件（22.2%）、「中古住宅を購入した」が 7 件（8.6%）です。 

 

【空家等の所有者等の年齢層】 

○アンケート回答における空家所有者の年齢層は、「70 才以上」が 49 件（60.5%）、

「60 ～ 69 才」が 12 件（14.8%）であり、高齢者の割合が高いです。 

 

【空家等の所有者等の住所】 

○「市内在住者」が 38 件（46.9%）と最も多くなっています。 

○「市内在住者」についで「静岡県内在住者（御前崎市を除く）」が 2９件（35.8%）、

「静岡県外在住者」が 12 件（14.7%）です。 

 

【空家等の維持管理の状況】 

○「維持管理していない」との回答が 21 件（25.9%）となっています。 

○管理を行っていない理由は、「高齢や健康上の理由により」が 11 件（33.3%）と

最も多く、次いで「手間や費用がかかるため」が 8 件（24.2%）、「遠方に居住し

ているため」が 7 件（21.2%）でした。 

 

【空家等の今後の活用意向】 

○売却予定及び解体する予定の合計は、45 件（48.4％）と過半数に近い数字でし

た。また、次に多いのが、予定なし（現状のまま）の 20 件（21.5％）でした。 

 

【行政に期待する施策】 

○行政に実施してほしい施策は、「解体費用への補助金」が 39 件（21.3%）と最も

多く、次いで「何でも相談できる窓口の設置」が 28 件（15.3%）、「売却・賃貸

の支援制度」が 21 件（11.5%）でした。 
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２.４ 空家等対策を考えるうえでの問題点と特徴（強み） 

本市における空家等の現況を踏まえ、本市における空家等の対策を考える

うえでの問題・課題点を整理するとともに、本市の特徴（強み）を整理しま

す。 

 

表 ２-１ 空家等対策を考えるうえでの問題点と特徴（強み）の概要 

【本市における空家等の現況等】 

観点１ 人口動向 

●人口減少高齢化が更に進む 

・・・等 

観点２ 本市の住宅の特徴 

●築 30 年以上経過する住宅が約４割 

 

●延べ床面積の大きい一戸建が多い 

 

●木造が８割 

 

・・・等 

観点３ 本市の空家等の特徴 

●空家等全体の約 9 割が住宅系用途 

 

●旧耐震基準と推察される空家等が多い 

 

●老朽化した家屋が一部見受けられる 

 

●延べ床面積の大きい空家等が多い 

 

・・・等 

観点４ 空家等の所有者等の特徴・意向等 

●空家等の取得方法は「相続」が最多 

 

●空家所有者が 70 歳以上（約 60％）の高齢

である 

 

●「売却予定及び解体する予定」が最も多く次

いで「活用の予定なし（現状のまま）」などの

回答が約 8 割を占めている 

 

●行政には、なんでも相談できる相談窓口の設

置や解体の補助金を期待している 

・・・等 

 

問題・課題点 

空家等増加する 
傾向がある 

旧耐震基準で建築された
空家等が多く 

利活用しにくい 

管理者が高齢のため、
空家等の適正な管理が 
困難となる懸念がある 

売却の意志が強いが 
売却が成立しない 

一部に管理不全な状態 
にある空家等がある 

 

特徴（強み） 

売却に関して 
強い関心がある 

後継者が身近に存在 

空家等に関する相談先が
分かりづらい 
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第３章 空家等対策に関する基本的な方針 

 

３.１ 対象とする地区 

本市では、空家等が市内に広く分布していることから。「市内全域」を対象

とします。 

 
３.２ 対象とする空家等の種類 

本計画において対象とする空家等は、空家法第２条第１項に規定されてい

る「空家等」とします。 

また、将来に向けた空家等の発生予防の観点から、現時点で居住がある住

宅への対応も視野に入れて検討します。 

 
３.３ 計画期間 

「第３次御前崎市総合計画」（2026 年度から 2033 年度まで）との整合

性を考慮して、計画期間は「2026 年度から 2034 年度」までの９年間と

します。 

なお、法改正や社会情勢の変化、関連計画との整合など、必要に応じて、

計画期間中においても計画の見直しを行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-１ 本計画の計画期間 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 次 

（計画期間 9 年） 

第 3 次 

（計画予定期間 8 年） 

第 3 次 

（計画期間 8 年） 

御 前 崎 市 
総 合 計 画 

御 前 崎 市
空 家 等 
対 策 計 画 

2033 年度(R15 年度) 

必要に応じて見直し 

第 4 次 

（計画予定期間 8 年） 

2026 年度 

(R8 年度) 

2034 年度(R16 年度) 

2041 年度(R23 年度) 

2042 年度(R24 年度) 
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３.４ 基本的な方針 

本市における空家等の現況や空家等対策を考えるうえでの問題点などを踏

まえ、本市における空家等対策に関する基本的な方針を定めます。 

 

表 ３-１ 基本的な方針 

問題・課題点  
空家等対策に関する 

基本的な方針 

【空家等増加する懸念がある】 
 

（１）発生予防の推進 
 
 
 
 
 
（２）活用の促進 
 
 
 
 
 
（３）適正な管理の促進 

【旧耐震の空家等が多く利活用しにくい】 
 

【管理者が高齢のため、空家等の適正な管理が困

難となる懸念がある】 

 

【売却の意志が強いが売却が成立しない】 
 

【一部に、管理不全な状態にある空家等がある】 
 

【空家等に関する相談先が分かりづらい】 
 

特徴（強み） 
 

【後継者が身近に存在】 
 

【売却に関して強い関心がある】 
 

 

（１） 発生予防の推進への取り組み 
本市では今後も人口減少が進み、それに伴い空家等の増加が懸念されます。

空家等は単なる建物の問題にとどまらず、地域コミュニティの活力低下や景観

の悪化、防犯・防災上のリスク増大など、多岐にわたる課題を引き起こしま

す。 

本計画は、従来の「空き家となってから対策を講じる」という受動的なアプ

ローチから脱却し、「空き家を発生させない」という予防的視点に重点を置き

ます。 

そのため、市では住宅所有者等への意識啓発や次世代への承継に関する制度

等の周知、ならびに建物の良質化の促進を図り、既存住宅の質の維持・向上促

進を通じて、持続可能な地域社会の実現を目指します。 
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（２） 活用の促進への取り組み 
管理の行き届いている空家等の中で、市場性のあるものは、支援制度の周知

や充実等により、所有者等による空家等の流通、利活用の促進を図ります。 

市民生活の中にある空家等については、地域コミュニティ活動の場として利

活用することで、地域資源として役立つことが考えられます。 

また、居住支援についても、地域住民と市が連携して取り組むことにより、

空家等を活用していくことが考えられます。 

そのため、市では専門的な知識に関する支援や多様な流通情報の発信を通じ

て、空家等の流通促進の仕組みの構築をします。また、空家等の多様な活用促

進や再生事業への補助など、発生予防に関する取り組みも推進していきます。 

 

（３） 適正な管理の促進への取り組み 
空家等を適切に管理する責任は、第一に所有者等にあります。しかし、本市

の空家等の所有者の約６割が７0 歳以上であり、将来的に適切な管理が難しく

なるおそれがあります。また、すでに管理が行われていない所有者等もおり、

管理不全の空家等がさらに増加することが懸念されます。 

さらに、本市の空家等は、「活用予定がないもの」が多く含まれており、そ

のまま放置されると管理不十分な状態になる場合もあります。 

そのため、市ではすでに空家等となっている物件を対象に、適正な管理支援

の促進を図っていきます。空家等の所有者等に対し、管理の必要性や支援制度

の充実について啓発・情報提供を行うとともに、管理不全空家等や特定空家等

に対して関係法令に基づく助言や対応・措置の検討を進めます。 

また、破損の激しい空家等からの飛散物や倒壊の恐れがある場合は緊急措置

を行い、危険の排除に努めるなど、あらゆる危険の解消に取り組みます。 
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第４章 空家等対策方針に対する具体的な政策と施策 

空家等に起因する問題には様々な側面があり、それらを解消していくため

には、空家等の状況に応じた対策を取る必要があります。 

そのため本計画では、相互に連携し、総合的な対応を行うことで効果的な

空家等対策を進めます。３つの基本的な方針として、「1.発生予防の推進」、

「2.活用の促進」、「3.適正な管理の促進」毎に施策の方向性を定め、市とし

てのスローガンを「空き家にしない、させない、活用させたい」とし、分か

りやすい広報を行います。また、これらを組み合わせて展開することで、今

後の総合的な空家等対策を推進していきます。 

 

表 ４-１ 空家等に対する施策体系 

基本的な方針 政策 施策 

１．発生予防の推進 

（１）住宅所有者等への意

識啓発 

ア 
空家等に対する税金の優遇制度の周知

広報 

イ 空家等を未然に防ぐための助言 

ウ 専門的な相談会等の開催 

（２）次世代への継承に関

する制度等の周知 
ア 

市役所関係各課の連携した取り組みの 

実施 

（３）建物の良質化の促進 ア 良質な住宅の存続 

2．活用の促進 

（１）空家等の流通の促進 

ア 空き家バンクの周知と活用 

イ 不動産業者等の専門家との連携 

ウ 移住者向け住宅としての空き家の活用 

（２）空家等の多様な活用

の促進 

ア 不動産業者への情報提供 

イ 地域コミュニティの場としての提供 

ウ 
付加価値をつけた空家等の利活用の 

促進 

（３）再生事業への補助 
ア 居住目的に対する再生事業への補助 

イ 事業目的に対する再生事業への補助 

３．適正な管理の促進 

（１）適正な管理の支援 

ア 管理代行業者の紹介 

イ 協定先の周知・広報 

ウ 空家等管理支援法人の活用の検討 

（２）空家法に則った対応 

ア 管理不全空家等への対応・措置 

イ 特定空家等への対応・措置 

ウ 財産管理制度の周知 

（３）各種支援の充実 
ア 除却解体等に関する支援 

イ 相談支援・仲介支援等の充実 

（４）緊急時への対応  ア 緊急時の措置の検討 
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４.１ 発生予防の推進 

将来における空家等の増加抑制及び居住している住宅の空家化を未然に防

ぐため、空家予備軍の所有者やその家族を対象に、空家等に関する意識啓

発、次世代への継承に関する制度等の周知及び促進、住宅の良質化の促進な

ど、今後の空家等の発生予防に取り組みます。 

 

（１） 住宅所有者等への意識啓発 
空家等の発生を抑制するためには、所有者がその管理や維持の重要性し、

適切に対応することが求められます。空家等が放置されると、犯罪や火災、

倒壊のリスクが高まり、近隣住民にも不安を与えます。所有者には、法律等

の責任や税金についてしっかりと認識していただくことが重要です。 

また、空家の活用方法や管理方法を知ることも大切です。さらに、空家予

備軍に対しては専門家による講演会を開催するなど、市から積極的なアプロ

ーチを行います。 

そして、地域社会全体で協力し、空家問題を解決に向けた意識啓発に取り

組みます。 

 

(ア) 空家等に対する税金の優遇制度の周知広報 

空家等の適切な管理を促進するため、空家等に関する税金の優遇制度の

周知を図ります。広報紙やホームページ、チラシ等を活用し、所有者や地域

住民に対して分かりやすく情報発信を行います。 

 

(イ) 空家等を未然に防ぐための助言  

所有者や関係者に対し、管理・利活用等の問題について適切な助言を行い、

早期の対応と課題解決を支援します。 

 

(ウ) 専門的な相談会等の開催 

過去の実績を踏まえ、登記や相続に関する知識や各種制度の周知を図る

ため、専門家による相談会やセミナー等を引き続き開催します。 
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（２） 次世代への継承に関する制度等の周知 
空家等の増加を抑制するためには、所有者が高齢化する前の段階から、相

続や利活用などを見据えた継承の準備が重要です。また、令和 6 年に民法等

の改正により相続登記が義務化されました。 

本市では、相続登記・税金制度・補助制度などに関する情報を、広報紙や

ホームページ、相談会等を通じて積極的に発信し、所有者やその家族が早期

に対応できるよう周知に努めます。 

 

(ア) 市役所関係各課の連携した取り組みの実施 

関係各課の情報共有を徹底し、迅速かつ的確な相談対応ができる仕組み

を整備するとともに、総合的な窓口体制の充実について検討を進めてまいり

ます。 

 

（３） 建物の良質化の促進 
近年、人口減少や少子高齢社会に伴い、全国各地で空家等が増加していま

す。これらの空家等は、適切に管理されないと、防犯・防災上の問題、衛生

環境の悪化、景観の阻害など地域の課題を引き起こします。さらに、老朽化

や耐震不足などといった理由で貴重な建築資産が活用されず放置される問題

も発生しています。 

このような状況において、単に空家等を解体するだけでなく、既存の建物

の良質な存続を図りつつ、有効活用することが持続可能なまちづくりに欠か

せません。そのため、老朽化や耐震不足などといった売買・賃貸契約の妨げ

となる問題を解決する方法を検討します。 

 
(ア) 良質な住宅の存続 

老朽化した住宅は、売買・賃貸契約が成立しづらく、空家等になりやす

い問題があります。 

そのため、既存住宅に対するリフォーム補助金等の創設や旧耐震の住宅

に対し、耐震補強補助金の創設を行い、良質な住宅への改善を支援しま

す。 
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４.２ 活用の促進 

専門的な知識に関する支援や流通情報発信の多様化など、空家等の流通を

促進する仕組みの構築に努めるとともに、空家等の多様な活用の促進に取り

組みます。 

 

（１） 空家等の流通の促進 
地域資源としての空家等を有効活用するため、不動産市場や空き家バンク

等を通じた次の所有者への円滑な流通を促進します。 

また、関係機関と連携し、情報提供やマッチング支援を行うことで、空家

等の利活用を推進し、地域の定住促進や活性化につなげます。 

 

(ア) 空き家バンクの周知と活用 

空家等の有効活用と地域への定住促進を図るため、空き家バンクの仕組

みや登録方法を広報やホームページ等で積極的に周知します。 

また、空き家バンクに登録をするだけで終わってしまうケースも想定さ

れるため、登録した場合のメリットについても周知・検討を行い、活用促

進に取り組みます。 

 

(イ) 不動産業者等の専門家との連携 

増加する空家等の流通・利活用を促進するためには、地域の実情に精通

した不動産業者との連携が不可欠です。所有者への適切な助言や、利用希

望者とのマッチング支援、空き家バンクへの情報提供などにおいて、不動

産業者の専門的な知見とネットワークを活用することで、空家等の市場流

通を後押しします。 

今後は、各種団体との意見交換や協定締結、情報共有体制の整備等を検

討し、空家等の利活用に向けた官民連携の強化に努めます。 

 

(ウ) 移住者向け住宅としての空き家の活用 

人口減少対策および地域活性化を図るため、移住希望者に対し、空家等

へ住むメリットを説明し、空家等への居住の提案を行っていきます。 

また、空家等を活用した移住体験施設の整備など、移住者が安心して暮

らせる住環境の整備と地域への定住につなげていきます。 
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（２） 空家等の多様な活用の促進 
空家等が適切に活用されることは、空家等の管理不全を防止するだけでは

なく、地域活力の維持・向上などに寄与します。 

そのため市は、空家等がある地域の要望や実状を踏まえ、これらをコミュ

ニティスペースや広場といった貴重な不動産資源として活用する仕組みを検

討します。こうした取り組みは、地域の住環境の維持・再生を目的としてい

ます。 

また、空家等を活用した「二地域居住」の促進により、都市と地方の暮ら

しを両立できる新たなライフスタイルを提案します。これにより、地域との

継続的な関わりや関係人口の創出を目指します。 

 

(ア) 不動産業者への情報提供 

地域に存在する空家等に関する情報を、不動産業者へ提供することで、

マッチングの機会を広げ、空家の流通促進や利活用につなげることが期待

できます。 

今後は、所有者の意向や活用可能性、地域ニーズに関する情報を整理・

共有し、不動産業者との連携を強化することで、空家等の利活用を推進し

ていきます。 

 

(イ) 地域コミュニティの場としての提供 

空家等を地域住民の集会や交流の場として活用することで、地域のつな

がりを深め、見守りや支え合いの仕組みづくりにもつながります。 

空家等を地域に開かれた「居場所」として再生することで、新たなにぎ

わいを生み出すための支援を行います。 

 

(ウ) 付加価値をつけた空家等の利活用の促進 

御前崎市は豊かな海や農地に恵まれており、御前崎市ならではの風景が

あります。こうした地域の特性を活かし、マリンスポーツに特化した住宅

や農地付き住宅など、地域の特性に合った付加価値を高める提案を行い、

空家等の利活用の促進につなげます。 
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（３） 再生事業への補助 
空家等は、地域のニーズや創意工夫に応じて、交流拠点や働く場、住まい

等へ再生することで、新たな魅力や機能を地域に創出することができます。 

そのため、居住目的・事業目的それぞれに対して再生事業への補助を行う

ことで、地域の価値そのものを高め、持続可能なまちづくりへとつなげてい

きます。 

 

(ア) 居住目的に対する再生事業への補助 

空家等の利活用を進めるために、リフォーム費用の一部を支援する補助

金制度があります。新たに空家等へ入居する際に、この制度を活用するこ

とで、所有者への負担を軽減し、利活用への第一歩を後押しします。 

市は、補助金の周知と共に、制度の内容や申請手続きの流れをわかりや

すく伝えることで、より多くの方に空家等の活用を前向きに検討していた

だけるよう努めます。 

 

(イ) 事業目的に対する再生事業への補助 

空家等を店舗やオフィス、宿泊施設などの事業用に活用する取り組みが

広がっています。 

そのため、それぞれの事業に合った制度の周知や拡充を行うことで、所

有者の初期投資の負担を軽減し、空家の再生と地域経済の活性化を同時に

行います。 
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４.３ 適正な管理の促進 

既に空家等となっている物件を対象に、その適正な管理を促進するため、

空家等の所有者等に対し、適正な管理の必要性や支援制度等について啓発・

情報提供していくとともに、空家等の適正な管理の支援、関係法令に基づく

助言等に取り組みます。 

 

（１） 適正な管理の支援 
空家等は所有者等が適切に維持管理すべきものですが、高齢化または遠方

居住といった様々な理由により、空家等を管理する意思があっても管理が困

難な場合があります。 

また、代行を依頼できるのであれば、利用したいという所有者等の意向が

あることも考えられます。 

そのため、市は、空家等の管理を代行するための仕組みについて検討しま

す。 

(ア) 管理代行業者の紹介 

所有者が高齢な場合や遠方に住んでいる場合等では、日常的な管理が困

難な状況になり、適切な対応が難しくなります。 

そのため、本市では、空家等の巡回・清掃・簡易修繕等を行う管理代行

業者に関する情報を発信していき、地域の良好な住環境の維持に繋げてい

きます。 

(イ) 協定先の周知・広報 

空家等の適正管理を促進するため、本市では、空家等の管理に関する業

務を担う民間事業者等との間で協定を締結し、管理代行や見守り、清掃等

のサービス提供体制を整えていきます。 

これら協定先事業者の情報については、空家所有者や地域住民に対し、

広報紙やホームページ、窓口での案内を通じて積極的に周知を図っていま

す。 

(ウ) 空家等管理活用支援法人の活用の検討 

空家法の改正により、新たに空家等管理活用支援法人（以下「支援法

人」という）に係る制度が創設されました。 

市が、NPO 法人や社会団体等を支援法人に指定することにより、公的立

場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する普及啓発

などの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を

果たしていくことができます。 
今後は、指定の必要性を検討した上で、支援法人の指定を行います。 
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（２） 空家法に則った対応 
管理不全な空家等は、所有者等の事情によりやむを得ず管理不全の状態に

なっている場合もあります。そこで、市は隣接地の居住者など地域と連携

し、適切な維持管理、活用、または除却を促進する施策の紹介をします。 

これにより、特定空家等に認定される前に所有者等による問題解消を促し

ます。それでも改善されない場合には、特定空家等の認定やその他の措置を

検討し、危険の排除に取り組みます。これにより、あらゆる危険の解消を図

ります。 

一方で、所有者等が不明な空家等（一部）は、現在、管理不全な状態でな

い場合でも、管理者がいないため放置されると将来的に特定空家等となる恐

れがあります。 

そのため、市では相続人等の管理責任のある者の把握に努めるとともに、

略式代執行などの空家法に基づく略式代執行などの措置や相続財産管理人制

度※1 などの活用に基づく、問題の解消を図る制度の適用を検討します。 

(ア) 管理不全空家等への対応・措置 

本市では、空家等の状況を把握した中で、管理状態が不十分であると認

められる場合には、所有者等に対して改善の指導・助言を行っていきま

す。 

改善が見られない場合には、空家法に基づき、勧告や命令などの段階的

な対応も視野に入れ、必要な措置を講じていきます。 

(イ) 特定空家等への対応・措置 

特定空家等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性のある空家等の

ことで、これらへの対策は、市民の安全・安心な生活環境の維持、景観の

保全、そして地域活性化のために非常に重要です。危険の切迫度や周囲の

状況により対応します。 

しかし、問題の解消に向けた行動が見受けられず、破損度合いが大きく

なったり、倒壊の恐れが出てきた空家等を特定空家と認定を行い、空家等

の所有者等に対しては、空家法に基づいて、より厳しい措置（命令等）を

段階的に実施していきます。 

(ウ) 財産管理制度の周知 

財産管理制度は、所有者が長期間不在で連絡が取れない場合や、相続人が

確定しないまま空家等が放置されているようなケースにおいて、家庭裁判所

の選任により財産管理人が適切に管理を行うことを可能にするものです。 

本市では、相続放棄された空家等への対応強化を図るため、市民や関係者

に財産管理制度の周知を行います。 
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（３） 各種支援の充実 
空家等所有者に対し、必要な修繕や解体、管理改善を促すだけでなく、所

有者の経済的・物理的負担を軽減するための支援策にも取り組んでいく必要

があります。 

所有者への丁寧な働きかけと併せて、支援と指導の両面から対応を行って

いきます。 

 

(ア) 除却解体等に関する支援 

空家等対策に関する補助金を総合的に充実させます。 

現在、除却に関する補助金制度がありますが、空家等の解体により、固

定資産税における住宅用地の特例が解除された場合の措置として、解体後

数年間は住宅用地の特例を受けた場合と同等のように固定資産税を減額す

る制度の導入も検討していきます。 

 

(イ) 相談支援・仲介支援等の支援の充実 

専門性の高い相談については、各専門機関へ適切な連携・仲介を行い、

相談支援体制の整備を図ります。 

また、不動産事業者等との連携による仲介支援の強化等、空家等対策に

関する支援を充実させます。 

  



20 

 

（４） 緊急時への対応 
相続放棄など、さまざまな理由で空家等が管理されないまま放置される

と、周囲に倒壊や飛散等の危険をもたらします。 

そのような状況に対し、あらゆる方面からの危険を排除する方法を検討し

ます。 

 

(ア) 緊急時への措置の検討 

管理不全な空家等の危険を回避するため、時間的余裕がないと認められ

る時は、市が最小限の措置を講じる方法について条例や法令等に基づく緊

急安全措置の整備について検討します。 

 

 

※1 相続財産管理人制度とは 

相続人の存否が不明、または全員が相続を放棄した結果、相続する者がいない場合

も含めて、家庭裁判所が申立てにより相続財産の管理人を選任する制度です。 

相続財産管理人は、被相続人（亡くなった方）の債権者等に対して債務を支払うな

ど清算を行い、その後に残った財産を国庫に帰属させます。 
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第５章 管理不全・特定空家等の認定及び措置 

 

５.１ 管理不全・特定空家等への対策 

空家法に基づく管理不全・特定空家等に対する措置に沿い、所有者等としての責務

を果たすよう働きかけることで、管理不全な状態の解消を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-1 管理不全空家等に対する対応のフロー 

  

管理不全空家等の発生 

管理不全空家等に係る調査※1（空家法第９条第 1 項） 

管理不全空家等としての認定 

助言又は指導（空家法第 13 条第 1 項） 

勧告（空家法第 13 条第２項） 
固定資産税の 

住宅用地特例の解除 

※１管理不全空家等判断基準を基に 

判断 

静岡県空き家等対策市町連絡協議会 

にて作成。 
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（１） 管理不全空家等の認定 
管理不全空家等の認定は空家法で定めた定義に基づき判定することになり

ます。 

そのため、市では管理不全空家等の判定にあたっては、国・県が定めたガ

イドライン※2 や判定基準※3 に基づいた調査を行います。 

調査の結果等と、現在の状態、そしてその空家等が周辺の生活環境に及ぼ

し得る影響の程度などを総合的に踏まえて管理不全空家等の認定を行うこと

とします。 

 

 

 

 

 

 

図 ５-1 管理不全空家等に対する対応のフロー 

 

 

(ア) 管理不全空家等への措置 

当市では、地域住民の安全確保と良好な生活環境の維持を目的として、

管理不全空家等への対策を重要な課題と位置付けております。 

空家法第 13 条第 1 項の規定に基づき、市長は管理不全空家等の所有者

に対し、必要な措置を講じるよう指導できます。 

また、指導に従わない場合は、空家法第 13 条第２項の規定により、市

長は管理不全空家等の所有者に対し、必要な勧告を行います。この指導・

勧告の主な目的は、管理不全空家等が将来的に特定空家等に該当し、より

深刻な問題を引き起こすことを未然に防止することにあります。 

管理指針は、所有者が適切に空家等を管理するための具体的な内容を定

めるものであり、市が所有者等に対して指導を行う際の根拠となります。 

 

(イ) 住宅用地特例措置の解除 

住宅用地は、税制上、住宅用地特例措置※4 が適用され、本来の税額より

低減されています。空家等であったとしても住宅であった場合、この特例

が適用されるため、空家等を存置する要因になっています。 

そのため、市は、「助言又は指導」に従わない「特定空家等」について

は、住宅用地特例措置を解除することを検討します。 

※次ページ以降の特定空家等の勧告を行った場合でも適応されます。 

調査の 

実施 

立入調査

の実施 

（必要な場合※） 

管理不全

空家等と

して認定 

管理不全空家

等に対する措

置の実施 

※必要な場合には、原則として事前の通知を行った上で、最低限の立入調査を行います。 
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図 ５-2 特定空家等に対する対応のフロー 

特定空家等の発生 

特定空家等判定に係る調査※5（空家法第９条第 1 項） 

調査等を基にした審議 

特定空家等としての認定 

助言又は指導（空家法第 22 条第 1 項） 

勧告（空家法第 22 条第 2 項） 

命令（空家法第 22 条第 3 項） 

行政代執行法に基づく措置 

（空家法第 22 条第 9 項） 

行政代執行法に基づく費用の徴収 

 
固定資産税の 
住宅用地特例

の解除 
 

緊急代執行 

（空家法第 22 条第 11 項） 

略式代執行 

（空家法第 22 条第 10 項） 

所有者が不明の場合 

費用徴収は民事訴訟等に
より回収 

 

※5「特定空家等・管理不全空家等」との判

断するための判定基準」（令和 7 年 11

月静岡県空き家等対策市町連絡会議）に

基づいた判定を行います。 
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（２） 特定空家等の認定 

特定空家等の認定は空家法で定めた定義に基づき判定することになりま

す。 

そのため、市では、特定空家等の判定にあたっては、国・県が定めたガイ

ドラインや判定基準に基づいた調査を行い、調査の結果を判断材料として、

各関係部局が構成員となる「御前崎市空家等対策推進委員会」（以下、「委員

会」という。）において審議します。 

そして、危険の切迫性や悪影響の程度などを考慮し、特定空家等の認定を

行います。 

 

 

 

 

 

 

図 ５-２ 特定空家等の認定のフロー 

 

 

 

(ア) 特定空家等に対する措置 

認定された特定空家等に対して、空家法により段階的に「助言又は指

導」「勧告」「命令」「代執行」の措置を取ることが規定されています。 

これらの措置を講じるかどうかについて、国の基本指針では、ガイドラ

インを参考にしながら、「各市町村において地域の実情を反映しつつ、適宜

固有の判断基準を定めること等により特定空家等に対応することが適当」

と示されています。 

ガイドラインでは、まず「周辺の建築物や通行人等に対し悪影響を及ぼ

すおそれがあるか」を判断します。 

次に悪影響のおそれがある場合、「現にもたらしている、またはそのまま

放置した場合に予見される悪影響の程度が社会通念上許容される範囲を超

えるか」や「もたらされる危険性について切迫性が高いか」などを評価し

て判断します。 

そのため、市ではガイドラインの観点を踏まえ、特定空家等の状況に応

じて必要な措置を個別に判断して対応します。 

特に「命令」など処分性の強い措置については、委員会を開催し、実施

の是非について協議した上で判断します。 

調査の 

実施 

立入調査

の実施 

（必要な場合※） 

委員会に

よる審議 

特定空家

等として

の認定 

特定空家等に

対する措置の

実施 

※必要な場合には、原則として事前の通知を行った上で、最低限の立入調査を行います。 
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また、特定空家等の中で所有者等が不明な空家等（空家法第 22 条第

10 項）に関する措置の実施についても、委員会において判断します。 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

図 ５-３ 特定空家等に対する措置のフロー 

 

 

※2 「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必

要な指針」 

※3 静岡県空き家等対策市町連絡会議が作成した「「特定空家等・管理不全空家等」と

の判断するための判定基準」 

※4 住宅用地特例措置とは、固定資産税・都市計画税の課税標準額の算出の際に適用さ

れる住宅用地（人の居住の用に供する家屋の敷地）に対する特例措置のことです。

特例が適用されることで、税負担が軽減されます。 
 

  

助言又は 

指導 
勧告 命令 行政代執行 

行政代執行

法に基づく

費用の徴収 

 

住宅用地特例措置の解除 
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第６章 計画の推進について 

 

６.１ 対策・推進に関する組織 

市は空家等対策の実施や推進などのため、以下に掲げる組織を設置しま

す。 

 

（１） 御前崎市空家等対策協議会 
御前崎市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）は、空家法第８条第

1 項の規定に基づき、設置します。 

協議会の所掌事務は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する

事項のほか、その他協議会において必要と認められる事項に関する協議とし

ます。 

協議会は市長のほか、次に掲げる者を委員として市長が委嘱し、組織しま

す。会長は、市長をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が指名しま

す。 

①地域住民 

②市議会議員 

③法務、不動産、建築、福祉等に関する学識経験者 

④警察職員 

⑤県職員 

⑥上記の者のほか、市長が必要と認める者 

 

御前崎市空家等対策推進委員会 
委員会は、適切な管理が行われていない空家等の対策並びに利用及び活用

の推進を図るため、設置します。 

委員会の所掌事務は、御前崎市の空家等の対策の推進について必要な事項

の調査及び審議とします。 
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委員会の構成は次に掲げる者により組織します。 

委員長 副市長 

副委員長 建設経済部長 

委員 総務課長 

委員 企画政策課長 

委員 税務課長 

委員 危機管理課長 

委員 市民課長 

委員 都市整備課長 

委員 維持管理課長 

委員 上下水道課長 

委員 消防本部予防課長 

委員 福祉課長 

委員 高齢者支援課長 

 

また委員会には幹事会を置き、次に掲げる者により組織します。 

幹事長 都市整備課長補佐又は係長 

幹事 総務課係長又は主任 

幹事 企画政策課係長又は主任 

幹事 税務課係長又は主任 

幹事 危機管理課係長又は主任 

幹事 市民課係長又は主任 

幹事 都市整備課係長又は主任 

幹事 維持管理課係長又は主任 

幹事 上下水道課係長又は主任 

幹事 消防本部予防課係長又は主任 

幹事 福祉課係長又は主任 

幹事 高齢者支援課係長又は主任 
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６.２ 相談体制 

地域住民等または空家等の所有者等からの各種の相談に対応するため、相

談窓口を設置します。 

相談内容に応じて、相談窓口が各担当と連携または情報共有して対応しま

す。また、相談の内容によって、適宜法律や不動産などの各専門家とも連携

または情報共有して対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６-１ 相談体制 

 

  

地域住民等 

空家等の所有者等 

【 相 談 窓 口 】 

都市整備課 

【各担当】 

・生活衛生に関する事項：市民課 

・建物に関する事項：都市整備課 

・防災・防犯に関する事項：危機管理課 

・消防に関する事項：消防本部予防課 

・活用等に関する事項：企画政策課 

・・・等 

【各専門家】 
  

法 律 

不動産 

建 築 

福 祉 
 

・・・等 

連携 
情報共有 

連携 
情報共有 

相談 対応 

対応 対応 

連携 
情報共有 
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６.３ 空家等の調査及び情報の管理 

市は市内の空家等の状況を把握するため、空家等に関する調査及びその情

報の管理を行います。 

 
（１） 空家等の調査 

市は、地域住民等からの空家等に関する相談などを受けた場合、空家法に

基づき、固定資産課税台帳や登記簿謄本などにより所有者等を特定し、所有

者へのアンケート調査や現地調査を実施します。 

 
（２） 空家等情報の管理及び更新 

市は、空家等と判明した物件については、建物に関する情報、所有者等に

関する情報及びその経過に関する情報（以下「空家等情報」という。）を空家

等データベースにより管理します。また、空家等の状況について、地域住民

と連携しながら経過観察を行うとともに、変化のあった空家等について、空

家等情報の更新を行います。 

 
（３） 本計画の見直し等に合わせた実態調査の実施 

市は本計画の見直し等に合わせ、施策の進捗状況などを把握するため、市

全域を対象とした実態調査を実施します。 

 

（４） 空家等情報の庁内共有 
空家等情報については、空家等データベースでの管理を継続するととも

に、今後は地理情報システム（ＧＩＳ）を活用し、庁内の関係部局間におけ

る情報共有の仕組みの構築を検討します。 

 

 

６.４ 計画の進行管理 

空家等対策計画の推進にあたって、実態調査の結果などをもとに施策効果

を評価し、必要に応じて適宜、計画を改善していくことが重要です。 

そのため、施策効果の評価とともに、各具体的な施策の進捗状況などを整

理し、計画全体の実施状況を検証・評価します。 

計画全体の実施状況の検証・評価などにより、必要に応じて、計画期間中

においても計画の見直しを行います。
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＜本市における空家等の現況等＞ 

１. 人口 

（１） 人口動向 
○人口は、1970 年以降増加を続けていましたが、2000 年の 36,059 人をピーク

に減少に転じ、2020 年現在では 31,103 人となっています。 

○「御前崎市人口ビジョン」では、2033 年（令和 15 年）時点の人口 28,000 人

を目標人口に設定しています。 

○国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口をみると、2020 年基準では、

2030 年に 28,000 人を下回ると見込まれ、市目標人口よりも速いペースで人口

減少が進む可能性があります。 

 
資料：国勢調査 

 
資料：第 3 次御前崎市総合計画基本構想、国勢調査 
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資料編図1 人口の推移
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）
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市目標人口：28,000人
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資料編図2 将来人口の見通し
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（２） 地域別の人口密度 
○本市全体の人口密度は約 5 人/ha と低くなっており、特に都市計画区域※1 外（新

野地域、朝比奈地域、比木地域）では、全ての小地域（国勢調査で設定されている

調査区で、概ね町字単位）で 5 人/ha 未満となっています。 

○都市計画域内の地域別では、旧町の中心部を含む池新田地域と御前崎地域でやや高

い小地域がみられますが、最大でも 25 人/ha 未満であり、ゆとりのある生活環境

が形成されています。 

○本市では、1960 年の調査開始以降、人口集中地区※2 が設定されたことはありま

せん。 

※１ 都市計画区域とは、都市計画を決めるにあたり、都道府県が、市街地から郊外の農地

や山林に至るまで、人や物の動き、都市の発展を予測し、地形などからみて、「一体の

都市として総合的に整備、開発及び保全」すべき区域として指定するものです。 

※２ 人口集中地区とは、国勢調査結果をもとに、原則として一定以上の人口密度（1平方キ

ロメートル当たり4,000人以上）の区域が互いに隣接して5,000人以上となる地区を

いいます。 

 

 

資料編図３ 地域別の人口密度 

資料：令和 2 年国勢調査 
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（３） 地域別の高齢化率 
○高齢化率は、市の平均で約 31％であり、全国平均約 29％及び静岡県平均約 30％

とほぼ同じ水準となっています。（いずれも令和２年国勢調査） 

○高齢化率を地域別にみると、都市計画区域内の御前崎地域及び白羽地域、都市計画

区域外の新野地域、朝比奈地域、比木地域で高くなっています。 

○都市計画区域のなかでは、佐倉・池新田・高松地域において高齢化率が 25%を下

回る小地域が複数みられます。同地域は比較的若い世代の住民が多く暮らしている

と考えられます。 

 

 

 

資料編図４ 地域別の高齢化率 

資料：令和 2 年国勢調査 
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（４） 地域別の高齢者単身世帯 
○高齢単身世帯の割合は、全国平均 12％、静岡県平均 11％に対して、本市は 9%

と低くなっています。（いずれも令和２年国勢調査） 

○小地域別にみると、佐倉地域の一部で高齢単身世帯の割合が 6％を下回る状況に

あります。一方、複数の地域で 12%を超える小地域があります。 

 

 

 
資料編図５ 地域別の高齢者単身世帯の割合 

資料：令和 2 年国勢調査 
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２. 住宅・建築 

 

（１） 本市の建物の種類別の住宅数 
○令和５年時点では、御前崎市の住宅総数（14,210 戸）のうち、概ね 8 割にあた

る 11,270 戸が、居住している住宅となっています。 

○居住していない住宅は 2,950 戸で、そのうち 2,770 戸が空家であり、全住宅に

対する空家率は 19.5%です。空家のうち 24.2%（670 戸）が「その他の住宅」

となっており、住宅総数に対して約 5％を占めています。 

資料編表１ 本市の建物の種類別の住宅数 

 
一時現在者のみの住宅：昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしているなど、そこにふ

だん居住している者が 1 人もいない住宅 

二 次 的 住 宅：別荘や普段住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、たま

に寝泊まりしている人がいる住宅 

賃貸用の住宅：新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 

売却用の住宅：新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

その他の住宅：上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期に

わたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など 

※住宅・土地統計調査※3 の各表は拡大集計結果を元に作成している。そのため、個別値の合計と集計値

が一致していない場合がある。 
 

 

※3 住宅・土地統計調査とは、総務省が５年おきに実施している調査であり、住戸等に関

する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他の住宅等に居住してい

る世帯に関する実態を調査しています。 

住宅総数 

14,210 戸 

居住している住宅（一戸建、長屋、共同住宅、その他） 

11,270 戸 

居住して 

いない住宅 
2,950 戸 

空家 2,770 戸 

二次的住宅 70 戸 

（2.5％）

賃貸用の住宅 1,990 戸  

（71.8％） 

売却用の住宅 40 戸 

（1.5％）

その他の住宅 670 戸  

（24.2％） 

一時現在者のみの住宅 170 戸  

建築中 10 戸 

空家率：19.5％ 

資料：令和 5 年住宅・土地統計調査 
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（２） 住宅着工数の推移 
○住宅着工数は、1991～2000 年をピークに減少に転じています。 

○一戸建はどの期間においても割合が高く、全体の 80％以上を占めています。 

○長屋建は、1990 年まで見られませんでしたが、1991 年以降は 20 件前後を推

移しています。 

○住宅の取得状況を見ると、時代が経つにつれて相続・贈与の取得割合は減少傾向で

あるのに対し、新築と建て替えの割合は増加傾向にあります。 

 

資料：令和 5 年住宅・土地統計調査 

資料：令和 5 年住宅・土地統計調査 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1970年以前 1971～1980年 1981～1990年 1991～2000年 2001～2010年 2011～2020年

一戸建 長屋建 共同住宅

1020

資料編図６ 住宅着工数の推移

住
宅
着
工
件
数
（
件
）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和45年以前

昭和46年～55年

昭和56年～平成2年

平成3年～平成12年

平成13年～平成22年

平成23年～令和2年

新築の住宅を購入 中古住宅を購入 新築（建て替えを除く） 建て替え 相続・贈与で取得 その他

20 510

60 350

80 100 410 280

780

50 40 100 70

資料編図７ 住宅取得状況の推移

※グラフ内の単位：戸

1180 

340 

1510 

130 

1880 

30 

490 

1620 

20 

670 

1200 

20 
240 

70 150 150 100 

70 210 290 160 

290 290 

90 60 570 140 120 

70 60 760 530 60 110 

560 360 
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（３） 住宅の建築時期 
○令和５年時点で、居住している住宅の約 4 割が平成２年以前（築 33 年以上）の

建物となっています。 

○建築時期別に住宅の建て方をみると、平成 2 年以前に建築された建物では一戸建

の割合が高く、平成 3 年以降に建築された建物では、一戸建以外の建物割合が高

くなってきています。 

○一戸建の構造をみると、多くが木造となっています。市内には老朽化が進行した木

造住宅が存在するとともに、今後、築年数が経過した木造・一戸建が増加すること

が見込まれます。 

 

資料：令和 5 年住宅・土地統計調査 
 

 

資料：令和 5 年住宅・土地統計調査 

0.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

20.0%

一戸建 長屋建 共同住宅 その他

9.9％

資料編図８ 建築時期別・建物種類別の住宅割合

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和45年以前

昭和46年～55年

昭和56年～平成2年

平成3年～平成12年

平成13年～平成22年

平成23年～令和2年

令和3年～令和5年

木造 鉄筋・鉄骨コンクリート造 鉄骨造 その他

980

資料編図９ 一戸建の時期別構造割合

※グラフ内の数値の単位：戸

11.4％ 

3.3％ 

14.6％ 

1.3％ 

18.2％ 

0.3％ 

4.7％ 

15.7％ 

6.5％ 

0.2％ 

11.6％ 

2.3％ 
0.2％ 

居住している住宅のうち、平成 2 年以前

の住宅が約 4 割 

20 
10 

1110 

1430 

360 40 

150 70 

1820 310 270 

1630 520 160 

1140 210 110 

240 60 10 
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（４） 住宅の延べ床面積 
○本市の 1 住宅当たりの延べ床面積は、平均で 125 ㎡であり、全国平均（92 ㎡）

や県平均（103 ㎡）と比べると大きくなっています。 

○住宅の建て方及び所有形態別にみると、持ち家の一戸建が最も大きく、148 ㎡と

なっています。これは、全国平均（129 ㎡）や県平均（132 ㎡）と比較すると 1

割程度大きい値です。 

 

資料：令和 5 年住宅・土地統計調査 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

全国 静岡県 御前崎市

92

48

資料編図10 1住宅当たりの延べ床面積

(㎡)

103 

125 129 132 
148 

103 109 

73 73 

132 

45 45 
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（５） 高齢者世帯 
○居住している住宅のうち、65 歳以上の高齢者のみの世帯数の割合は 23%であり、

全国平均（25%）や県平均（25%）と比較して低くなっています。 

〇高齢者単身世帯・後期高齢者単身世帯も、全国平均及び県平均より低い状況です。 

○「子はいない」高齢者単身普通世帯※４の割合は 34%であり、全国平均や県平均と

比較して高くなっています。 

〇高齢者単身世帯の 32%が、片道 15 分未満の場所で子が生活しており、全国平均

（25%）及び県平均（24%）よりも高くなっています。 

○住宅の建て方をみると、高齢者は一戸建に居住する割合が高くなっています。 

 
資料：令和 5 年住宅・土地統計調査 

 

資料：令和 5 年住宅・土地統計調査 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

65歳以上の者のみの世帯 65歳以上の単身世帯 75歳以上の単身世帯

全国 静岡県 御前崎市

25％

8％

資料編図11 総世帯数に占める高齢者世帯の割合
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4％ 4％

8％

13％

22％
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資料編図1２ 持ち家に居住する高齢者単身普通世帯の内訳（子の居住地別）
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22％ 23％ 

16％ 

28％ 
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7％ 
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資料：令和 5 年住宅・土地統計調査 

 

※4 普通世帯とは、住居と生計を共にしている人の集まりまたは一戸を構えて住んでいる

単身者として区分され、準世帯（間借り・下宿・寮・寄宿舎・病院または療養所等施

設などに生活するもので構成される世帯区分）を含まない世帯です。 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

世帯総数

65歳以上の単身世帯数

75歳以上の単身世帯数

一戸建 長屋建 共同住宅

79.1％

83.3％

資料編図1３ 世帯の種類別の住宅の建て方

79.3％ 

0.9％ 

1.7％ 

20.0％ 

19.0％ 

16.7％ 
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（６） 空家率の推移 
○住宅・土地統計調査をもとに本市の「空家率」をみると、令和 5 年時点の「空家

率」は 19.5%であり、全国平均（13.8%）、県平均（16.7%）と比較して高い値

となっています。 

○平成 20 年の「空家率」は全国平均や県平均と比較して低い状況となっていました

が、平成 25 年には急激に上昇し、近年では全国平均や県平均と比較して高い割合

を推移しています。 

○本市の「空家（その他の住宅）率」は、令和 5 年時点で 4.7％であり、全国平均・

県平均より低くなっています。また、平成 20 年時点と比べて上昇傾向にありま

す。 

 

 

 
空家率：空家÷住宅総数 

空家（その他の住宅）率：その他の住宅÷住宅総数 

空家：一時現在者のみの住宅、二次的住宅、賃貸用の住宅、売却用の住宅、その他の住宅 

その他の住宅：一時現在者のみの住宅、二次的住宅、賃貸用の住宅、売却用の住宅以外の住宅。例えば、転

勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊

すことになっている住宅など 

資料編図 1４ 空家率の推移 

資料：昭和 63 年～令和 5 年住宅・土地統計調査 
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３. 市内の空家等の特徴 

 

（１） 空家等現況調査から把握された空家等総数 
○現地調査結果及びアンケート調査結果から把握された空家等総数は、189 件です。 

（以下、189 件を対象に特徴を整理します。） 

 

資料編表２ 空家等総数の設定の考え方 

分類 内容 件数 

空家 
市の空家台帳記載済件数 141 

意向調査回答により新規空家であることを確認  48 

合    計 189 

  

 

『空家等現況調査』と『令和 5 年住宅・土地統計調査』における空家について 

『空家等現況調査』では、現地調査及びアンケート調査の実施により、本計画で扱う空家等と考え

られる建物について抽出した結果が 189 件となっています。 

一方、『令和 5 年住宅・土地統計調査』において、空家等の定義に最も近い、空家のうち「その他の

住宅（670 戸）」は、空家のうち二次的住宅、賃貸用の住宅、及び売却用の住宅以外の住宅を指してお

り、空家等も含まれますが、それ以外の居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのため

に取り壊すことになっている住宅なども含まれることとなっており、本計画で扱う空家等以外の住宅

が含まれています。 
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（２） 空家等の建物用途及び構造 
○建物用途は、戸建住宅が 153 件（81.0%）と最も多く、ついで併用住宅が 11 件

（5.8%）となっています。 

○構造については、木造が 160 件（84.7%）と圧倒的に多く、鉄骨造と鉄筋コンク

リート造が合せて 12 件（6.4%）という状況でした。 

 

 

資料編図１５ 空家等の建物用途 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 

 

資料編図１６ 空家等の構造 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 

専用住宅 併用住宅 その他 付属屋

併用住宅 11件（5.8%）

附属屋 1件（0.5%）

専用住宅 153件（81.0%）

その他 24件（12.7%）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

木造 160件 その他（不明） 17件
鉄骨造 9件 鉄筋コンクリート造 3件

建物構造
84.7% 8.9%4.8%

1.6%
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（３） 空家等の建築時期 
○空家等の建築時期をみると、昭和 56 年より前に建築された空家等（旧耐震基準と

推察される空家等）が全体の約 60％を占めており、本市の空家等には老朽化した

建物が多いことが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ内の数値の単位：件 

資料編図１７ 空家等の建築時期 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 
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（４） 空家等の延べ床面積 
○空家等の延べ床面積別にみると、床面積 75 ㎡以上の空家等が全体の約 70％を占

めています。 

○その中では、延べ床面積 75～100 ㎡が最も多く、全体の約 25％を占めていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ内の数値の単位：件 

資料編図１８ 空家等の建物用途別の延べ床面積 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 
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（５） 空家等の分布状況 
○空家等の分布状況は、「池新田地域」が 37 件（19.6%）と最も多く、次いで「御

前崎地域」が 30 件（15.9%）で多くなっています。また、「高松地域」と「比木

地域」が 16 件（8.5%）で最も少ない結果となりました。 

 

 

 

資料編図１９ 地域別の空家等件数 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 
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資料編図２０ 空家等の地域別分布 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編図２１ 御前崎地域周辺の空家等の分布 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 
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（６） 空家等の老朽度 
○建物等の状態の判定は、「静岡県空き家等対策市町連絡会議」発行の“「特定空家等・

管理不全空家等」との判断するための判定基準”に準拠し、調査項目ごとに状態を

4 つのランク（A：適切な状態、B：小破、C：中破、D：大破）および状態不明に

判定したうえで、最も低い（悪い）ランク評価結果を当該建物の損壊状況に採用し

ました。 

○空家等の損壊状況をみると、全体の約 6 割が適切な状態（損傷がない又は有害と

なるおそれのある状態等が見られない場合）となっています。 

○地域別にみると、市内でも人口が比較的集積している池新田地域及び御前崎地域は

小破の割合が高くなっています。 

○建築時期別の損壊状況をみると、築年数が古いほど、中破・大破の割合が高くなる

傾向があります。 

○部位別の損壊状況をみると、中破・大破の建物では、屋根葺材・ひさし又は軒、外

壁に破壊がみられる建物が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ内の数値の単位：件 

資料編図２２ 空家等建物の損壊状況 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 

“「特定空家等・管理不全空家等」と判断するための判定基準”におけるランクとは 

建物等の状態の判定にあたり、調査項目毎に A：適切な状態、B：小破、C：中破、D：大破の 4 種

類の具体的な判断基準を示しています。大破の状態を D とし、これを最も低い（悪い）ランク評価と

しています。建物等の状態の判定には、最も低い（悪い）ランク評価結果を当該建物の損壊状況とし

ます。 
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※グラフ内の数値の単位：件 

資料編図２３ 建築時期別空家等建物の損壊状況 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 

 

 

※グラフ内の数値の単位：件 

資料編図２４ 部位別空家等建物の損壊状況 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 
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４. 空家等の所有者等の意向 

 

（１） 空家等の取得方法 
○住宅の取得方法は、「相続した」が 49 件（60.5%）と最も多く、次いで「新築し

た、新築を購入した」が 18 件（22.2%）、「中古住宅を購入した」が 7 件（8.6%）

でした。前回調査より相続による取得が増えており、所有者の高年齢化がうかがえ

る結果となりました。「その他」の回答では、公売が１件ありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編図２５ 建物の取得方法（回答数 81 件） 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 
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（２） 空家等の所有者等の年齢層 
○アンケート回答における空家所有者の年齢は、「70 才以上」が 49 件（60.5%）、

「60 ～ 69 才」が 12 件（14.8%）と、高齢者が多い結果となりました。前回

調査と比較すると、高齢者の割合は同程度でしたが、70 才以上が 17.4%増、60

～69 才が 17.1%減と、年齢構成が上がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編図２６ 空家等の所有者等の年齢層（回答数 81 件） 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 



52 
 

（３） 空家等の所有者等の住所 
○「御前崎市」が 38 件（46.9%）と最も多く、次いで「御前崎市」を除く「静岡

県」が 29 件（35.8%）、他の都府県が 12 件（14.7%）という状況でした。 

○前回調査と比較すると、「御前崎市」が 10.0%減、「静岡県」が 3.9％増という結

果でした。また、前回調査にはなかった、長野県、京都府、大分県が増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編図２７ 空家等の所有者等の住所（回答数 81 件） 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 
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（４） 空家等となってからの期間 
○利用実態のない期間は「5 年以上～10 年未満」が 23 件（28.4%）と最も多く、

次いで「15 年以上」が 20 件（24.7%）、「10 年以上～15 年未満」、「1 年以上

～3 年未満」が 10 件（12.3%）でした。5 年以上利用していないが、53 件

（65.4%）と高いものになりました。また、前回調査と比較し、空家が長期化し

ていることを示す結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編図２８ 利用実態のない期間（回答数 81 件） 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 
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（５） 維持管理を行っている者 
○建物の維持管理は「所有者本人または親族」が 52 件（64.2%）、「維持管理して 

いない」が 21 件（25.9%）でした。前回調査時より維持管理されていない空家 

が倍増している結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編図２９ 維持管理を行っている者（回答数 81 件） 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 
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（６） 管理を行っていない理由 
○空家について管理を行っていない理由は、「高齢や健康上の理由により」が 11 件

（33.3%）と最も多く、次いで「手間や費用がかかるため」が 8 件（24.2%）、

「遠方に居住しているため」が 7 件（21.2%）でした。前回調査と比較すると、

「遠方に居住しているため」が 33.3%減、「高齢や健康上の理由により」が 15.1%

増と、所有者の維持管理を行えない状況の変化をうかがえる結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編図３０ 管理を行っていない理由（回答数 33 件/21 人 ※複数回答あり） 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 
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（７） 今後の活用意向 
○今後の活用については、「売却を予定」が 34 件（36.6%）と最も多く、次いで「予

定なし（現状のまま）」が 20 件（21.5%）、「その他」が 14 件（15.1%）、でし

た。予定がある旨の回答（＊１）の合計件数は 54 件（58.2%）になり、半数以

上となりました。 

○前回調査結果と比較すると予定ありが約 7%増え、予定ないが約 12%減っており、

空家対策への意識が高まっていることが推察される結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編図３１ 今後の活用（回答数 93 件/81 人 ※複数回答あり） 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 

 

  



57 
 

（８） 空き家バンク制度の利用意向 
○空き家バンク制度については、「利用を考えてみたい」が 29 件（35.8%）と最も

多く、次いで「わからない」が 23 件（28.4%）、「利用しなくてよい」が 16 件

（19.8%）でした。前回調査と比較すると「利用を考えてみたい」と、「わからな

い」の割合が逆転しており、空き家バンク制度が、以前より周知されていることが

分かる結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編図３２ 「空き家バンク制度」の利用（回答数 81 件） 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 
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資料編図３３ 「空き家バンク制度」を利用しなくてよい理由 

（回答数 22 件/16 人 ※複数回答あり） 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 
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（９） 行政に期待する施策 
○行政に実施してほしい施策は、「解体費用への補助金」が 39 件（21.3%）と最も

多く、次いで「何でも相談できる窓口の設置」が 28 件（15.3%）、「売却・賃貸

の支援制度」が 21 件（11.5%）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編図３４ 行政に実施してほしい施策（回答数 183 件/81 人 ※複数回答あり） 

資料：令和 6 年度空家等現況調査 
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